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東京中部間連系設備（FC）に係わる
計画策定プロセスについて

平成27年８月24日
広域系統整備委員会事務局

第４回広域系統整備委員会
資料２
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■これまでの経緯
 第１回広域系統整備委員会（平成２７年４月２４日）

 計画策定プロセスの進め方等を決定。

 第２回広域系統整備委員会（平成２７年６月８日）

 基本要件決定に向け、増強の目的、増強量、必要となる時期について確認

 増強ルートについて佐久間、東清水FC増強を軸とし、90万kWの配分案について確認。
（佐久間：30～90万kW、東清水：0～60万kWの組み合わせ）

 計画策定プロセスの期間中における系統アクセス業務の取扱を決定

 第３回広域系統整備委員会（平成２７年７月２８日）

 自励式変換器と他励式変換器の比較

 佐久間・東清水FCへの増強量配分案の比較

 長野、信濃、日本海方面増強案の確認

 Ⅰ.基本要件決定に向けた検討

・FC増強案の評価

・FC増強に代わる代替え的方策の確認（ＦＣ増強と電源増強との比較）

・増強による効果等の確認

・実施案及び事業実施主体の募集の要否

・基本要件（案）

 Ⅱ.受益者（費用負担者）の範囲

■今回ご議論いただきたい事項

今回ご議論いただきたい事項
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平成２８年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

開始手続き

進め方の検討

対策案の検討

受益者範囲の検討

電気事業者の特定

実施案の検討

負担割合の検討

広域系統整備計画
取りまとめ・公表

広域系統整備委員会 　

評議員会

理事会

その他
　

平成２７年度

★ 4/24

・プロセスの進め方

◆ 4/22

・計画策定プロセス開始、公表

★検討状況報告

★検討状況報告

★基本要件の原案

◇基本要件

◆基本要件決定

☆電力需給検証小委への報告案取りまとめ☆・電力需給検証小委からの検証要請

★実施案

◆実施案決定

★整備計画

◆負担割合決定

◆整備計画決定

★基本要件

◇負担割合・整備計画

提案作成

★ 4/28

・プロセスの進め方決定

・経済産業大臣報告内容

☆計画策定プロセス開始の公表

☆経済産業大臣報告

☆整備計画公表

★負担割合

◇検討状況報告

★検討状況報告

提案評価

★検討状況報告

★提案評価

◆提案評価

◇検討状況報告

★電気事業者の特定

増強要否・対策案検討、各案比較評価

◆実施案募集要否決定

◆電気事業者の決定

検討スケジュールと今回の位置づけ

今回



4第３回委員会までのご指摘と対応案（順不同）

平成２７年７月２８日の第３回広域系統整備委員会までに頂いた御意見については、以
下の方向性で対応する。

① ＦＣ増強の必要性について、大規模な自然災害に対して、どこまでの投資が必要なのか等、多面的
に確認する必要があるのではないか

 電力需給検証小委員会等において、シナリオ評価に基づき必要容量及び効果を試算し、大規模
災害時の安定供給及び経済性の観点から、FC３００万ｋＷまでの増強の必要性が確認された
ものと認識し、本増強が必要であることを前提に、ＦＣ増強の効果を、停電コストや取引活性化の
メリットなどについて多面的に評価することを確認してきたところ。

 今回これらの効果について検討結果を報告する。
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
１.増強案の評価

① 経済性
 総工事費および建設コスト（年経費）ともに案Dが最も優位。

② 工期（工事の実現性）
 いずれの案も工期は１０年程度であり２０２０年代後半までに運転開始を目指すことが可能である対策である。
－－－－－－線を各案共通で建替する必要があり、当該工事により工期が決定されるため、案の優劣はない。なお、
２１０万ｋW増強への影響は想定されない。

③ 設備構成としてのリスク評価
 大規模災害（地震や津波）に伴う大規模電源とＦＣの同時停止リスクは各案とも想定されない。

 ＦＣが同一地点に集中することによる大規模停止リスクについては、案Aに比べ案B～Dが若干優位である。

 案Dは の需要が30万kWより大きくなると 線の運用容量を超過するため、需要変動に対するリス
ク要素があるが、隣接する別系統の変電所に の需要を切替えることで、相当程度の需要変動にも対応可能。

④ 運用面での課題
 増強案を比較する上で特定の課題は想定されない。

 FC増設に伴う作業停止増加による運用上の制約有無について確認を行った結果、複数FCの重複停止や高需要期のFC運
用容量の低下などの制約を回避することができる見込みであることを確認。（今回追加）

 各案共通に直流設備特有の利用上の課題があるが、極力利用上制約のない設備となるよう、可能な限り設備設計の段階か
ら考慮し詳細な検討を行う必要がある。（今回追加）

 第３回広域系統整備委員会で示した各増強案の評価を再整理し、経済性およびFC集中リ
スク等を総合的に評価すると、案D（佐久間30万kW、東清水60万kWの組みあわせ）が
優位と考える。

なお、案Dについて、変換装置を他励式とした場合とで比較検討をした結果、自励式を採用した方が交直連系系統の相
互作用の対策などが不要であることなどから、経済性で優位であることを確認できた。また、案A～Cを他励式とした場合に
ついても、案D（自励式）が優位であった。
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
１.増強案の評価（運用面での課題確認：作業停止の可否）

 設備の点検等による作業時は，FCの運用容量が減少するため、運用面で課題がない
か確認を行った。

 各FCの年間停止期間を半月／年※と仮定し，FCの年間運用パターンを想定した結
果，複数FCの重複停止や高需要期のFC運用容量の低下を回避することができる見
込み。

※既設FCの至近3カ年の作業による停止実績や点検周期を分析した結果，FCの年間平均停止日数は12
日／年程度であることを確認。
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 直流設備である以上、どの案にも共通に含まれる課題であり、極力利用上制約のない設
備となるよう、可能な限り設備設計の段階から考慮し詳細な検討を行う必要がある。

利用上の課題※ 対 応

段差制約
（交流系統の電圧調整などを考慮して、直流連系設
備の一定時間あたりの潮流変化量を制約）

 詳細設計時に制約を評価
（自励式変換器の電圧調整機能により他励
式に比べると、制約は緩和される傾向）

瞬時電圧低下時の停止
（交流系統において雷等の故障により瞬時電圧低下
が発生した場合に，直流連系設備が停止する制約。
予め運用容量を制約するものではない。）

 詳細設計時に制約を評価
（自励式変換器の電圧調整機能により他励
式に比べると、制約は緩和される傾向）

制御系復旧時のフローティング制約
（作業などで停止中の保護制御装置の1系列を復旧
する際，フローティングが必要となる制約。）

 詳細設計時に制約を評価

調相パターン変更による制約
（接続する交流系統の電圧調整上の理由から，調
相パターンを変更する際，直流連系設備をフローティ
ングにする制約。）

 詳細設計時に制約を評価
（直流連系設備が連系する交流系統により
制約の有無が決まる。）

Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
１.増強案の評価（運用面での課題確認：直流設備特有の利用上の課題）

※自励式を前提
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
（参考）増強案の比較（評価比較一覧１／２）

（第３回広域系統整備委員会資料 再掲）

評価項目 案Ａ
（佐久間90,東清水0）

案Ｂ
（佐久間60,東清水30）

案Ｃ
（佐久間45,東清水45）

案Ｄ
（佐久間30,東清水60）

経済性 △ △ △ ○

総工事費※１ １，９２５
（１，３7５）

１，８４５
（１，２９５）

１，８２８
（１，２７８）

１，７５4
（１，２０4）

建設コスト（年経費）※１

＜上段：法定耐用年数＞
＜下段：上記の２倍＞

１４４
（１１０）

１３９
（１０５）

１３８
（１０４）

１３２
（９８）

１１１
（８３）

１０７
（８０）

１０６
（７9）

１０２
（74）

実現性 ○ ○ ○ ○

工期 １０年程度 １０年程度 １０年程度 １０年程度

工事の特性
 増強地点1箇所
 ーーーからの新ルート

建設不要

 新ルートの建設要
（約13km）

 開閉所の新設要
同左

 新ルートの建設要
（約13km）

 開閉所は不要

FC設置スペー
ス

佐久間

東清水 －

※１： （ ）内は設備更新分（－－－－－－－等）を控除した総工事費

【億円】

【億円/年】
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
（参考）増強案の比較（評価比較一覧２／２ ）

（第３回広域系統整備委員会資料 再掲）

案 案A
（佐久間90,東清水0）

案B
（佐久間60,東清水30）

案C
（佐久間45,東清水45）

案D
（佐久間30,東清水60）

リスク △ ○ ○ △

ＦＣ集中リスク
（佐久間 対 東清水）

１２０万：３０万 △ ９０万：６０万 ７５万：７５万 ６０万：９０万

耐地震・津波リスク 送電線、周波数変換所ともに南海トラフ巨大地震、首都圏直下型地震による影響なしと想定

ーーー需要変動対応※２ － 60万kWまで供給可 45万kWまで供給可
30万kWまで供給可

△ ※３

運用・技術面 ○ ○ ○ ○

運用面での課題

特になし 特になし 特になし 特になし

 既設－－－－－－線は老朽劣化が著しく、至近年での建替が必要な状態であることから、設備更新分
を控除した工事費についても評価することとする。（建設後約60年経過）

【参考】将来の拡張性 － － － －

変換設備増
設スペース

佐久間 敷地増設要 敷地増設要 敷地増設要 敷地増設要

東清水 ２台追加設置可 １台追加設置可 1台追加設置可 －

増強可能性
※あくまで概算検討であ
り、詳細検討必要

可能 ある程度増強可能 同左
ある程度増強可能

(開閉所新設等が必要)

※２：ESCJ検討時は30万kWを超過すると想定していたが現時点では将来30万kW弱と想定
（エリア送配電事業者の想定）

※３：30万kW超過時は、運用対策（設備増強は不要）を実施する必要があるが供給は可能
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
（参考）工期・工事費の妥当性確認

 工期の妥当性
 案A～Dにおいて、共通に含まれるーーーーーーー線建替工事は120km超の建替となることから、全体の工事期
間を左右する※。

※その他の工事はーーーーーーー線建替工事の期間内である。

 このため、ーーーーーーー線建替工事の工期の妥当性を確認した結果、過去の送電線建替・新設工事の実績か
ら妥当であることが確認できた。

 ただし、一般に送電線工事には用地取得面、環境面等の工程遅延リスクが存在することから、リスクを最小化し円
滑に工事を進めるため、重要送電設備等としての指定等の措置が必要。

 また、大規模工事であり全国的に送電線工事が輻輳すると、送電線電工等の作業要員が全国的に不足する可
能性があり、作業要員確保の面からも工程遅延リスクがある。

 なお、当該送電線建替工事の工期については、「地域間連系線等の強化に関するマスタープラン研究会中間報
告書（平成24年4月） 別添１ 送電線工事費用と期間に関する考察」においても評価されており、10年程度
の工期は妥当とされている。

 工事費の妥当性
 主な工事に関する過去の工事実績やメーカーヒアリングの結果から、一定の範囲内に収まっており妥当であることが
確認できた。

 ただし、一般に用地調査の結果等によってある程度のルート・設置場所の変更をせざる得ない場合、資材が高騰す
る場合、作業要員が不足する場合など工事費が上昇するリスクが存在する。

概略工程 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目

ーーーーーーー線
送電線建替

ルート調査・設計等

用地交渉・行政手続き（環境アセス等）等

建設工事・試験
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
（参考）マスタープランにおける行政による工期短縮に向けた取り組み

「地域間連系線等の強化に関するマスタープラン研究会中間報告書（平成24年4月）」抜粋
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
（参考）マスタープラン検討時に確認された工期

「地域間連系線等の強化に関するマスタープラン研究会中間報告書」（平成24年4月）
別添１「工事費用と期間に関する考察」より抜粋

ーーーーーーー
線建替工事
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
２.ＦＣ増強と電源増強との比較

 FCの増強の代替案として、各エリアに電源を新設した場合の経済性について評価を行う。
＜前提条件＞

• 50/60Hzの各地域に90万kWの電源を新設する。

• 設置する電源は、機動的に対応できること及び固定費の面で有利なガスタービンとする。

• ガスタービンの建設単価は、8万円/ｋWで評価。

• ガスタービンの運転維持費については、安定供給の観点からの対策であるため燃料費等を考慮しない。

 FC増強と比較評価した結果、経済性の観点からFC増強案に優位性があることを確認。
 耐用年数で除した年経費でみるとＦＣ増強案に大きく劣る。更に、送電線は、耐用年数を大幅に超えて
利用することが一般的であることも考慮する必要がある。

 既設設備の更新分などを考慮すると総工事費でもＦＣの増強案に比べ劣る。

 また、停止中の火力発電は起動に一定程度の時間を要するのに対し、ＦＣは瞬時での潮
流制御が可能

※１：（ ）内は設備更新分を控除した総工事費
※２：年経費＝初期投資に伴う年経費＋運転維持費用（燃料費等を除く）、法定耐用年数で算定した値

案 ＦＣ増強案 A～Ｄ案 電源設置案

経
済
性

総工事費※１ １，７５４～１，９２５
（１，２０４～１，３７５）

１，４４０

建設コスト（年経費）※１,2 １３２～１４４
（９８～１１０）

２１１

【億円】

【億円/年】
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
(参考) 停止中火力の起動時間

（長期エネルギー需給見通し小委員会発電コスト検証ワーキンググループ 第5回 資料３ 抜粋）



15（参考）年経費の考え方

建設コスト（年経費）＝初期投資に伴う年経費＋運転維持費用

 初期投資に伴う費用

 各設備における耐用年数については、「原価償却試算の耐用年数等に関する省令」に基づき設定

（設備の延命を考慮し、耐用年数を２倍とした場合についても確認）

（参考：耐用年数）

 割引率は電気事業分科会において発電コスト評価時の割引率として、２％を基準に、０～４％で感度
分析していることを参考に３％と設定

 年経費は下記の式よる

総工事費＝ 𝑡=1
𝑇 建設コスト（年経費）

(1+0.03)𝑡

 運転維持費用

 工事費に対する年間の運転維持費用の割合は、一般電気事業者（沖縄電力を除く９社）が公表して
いる「有価証券報告書」（2005～2014年度）より以下のとおりとする。

ＦＣおよび変電所関連設備：２．３％

送電線：１．５％

汽力設備：６．３％

設備 法定耐用年数

ＦＣおよび変電所関連 ２２年

送電線 ３６年

汽力設備 １５年
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
３.増強による効果等の確認

 電力需給検証小委員会等において、大規模災害時の安定供給及び経済性の観点から、FC３００万
ｋＷまでの増強の必要性が確認されたものと認識し、本増強が必要であることを前提に、増強による効果
について以下の観点で評価した。

 安定供給確保の観点

 大規模災害発生時50Hz地域あるいは60Hz地域それぞれで、大規模電源が広域的に停止するリスク※1に対
応することができる。

 一定の前提※2のもと停電時の損害額を試算すると年間100億円※3を超える額となり、今回のFC増強コストと比
較しても一定の経済性を有していると想定する。

 取引活性化の観点

 増強分がスポット取引に解放され市場分断が減少することによる直接的な効果や、競争活性化等の間接的な
効果などが期待できる。

 一定の前提※4のもと経済性効果は年間数億円以上と試算される。

 再生可能エネルギー電源導入の観点

 十分な予測データ・手法がなく、現時点において効果の予測ができない。

 以上より、FC300万kWまで増強することで、安定供給及び取引活性化の観点で効果があることを確認
し、増強が必要であると考える。

※1：大規模災害発生後１ヶ月程度の間の計画停電等の需要側対策が必要な場合など。

※2：ESCJが実施した「停電コストに関する調査（平成26年1月）」を元に、過去の大規模災害発生周期及び文部科学省地震調査研究推

進本部における長期評価（平成27年1月）での相模トラフ等の地震発生確率（30年以内に70%）などを前提として試算。

※3：電力需給検証小委員会での試算値は142億円。

※4：2014年度のスポット市場分断時の東西価格差実績と、90万kW増強時の想定取引量増加分から算定。
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
４.実施案及び事業実施主体の募集の要否

 第1回広域系統整備委員会で確認したとおり、実施案及び事業実施主体の募集をしないことを前
提に検討を進めてきたところ。

 今回検討している増強案においては、既設設備の増強が大半※であることや、安定供給の観点から
極力早期に実現する必要があることから、既設設備を保有する電気事業者にて対策工事を実施す
ることが合理的であると考える。
※一部区間に新設ルートがあるが、既設設備の延長であることから、既設設備の増強として取り扱うこととする。

 以上のことから、実施案及び事業実施主体の募集を行わず、当初予定どおり平成２８年度４月
を目途に広域系統整備計画を取りまとめることとしたい。

 なお、実施案の提出を求める電気事業者の特定については、基本要件決定後に議論していくことと
する。
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余白
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
５.基本要件（案）（１）

 広域系統整備の基本要件（案）の要旨は以下のとおり

① 増強の目的及び期待される効果
 目的

 大規模事故・災害発生時に供給力が大幅に喪失した際の、50Ｈz/60Ｈz地域間での安定供
給確保の観点

 効果

 大規模災害発生時50Hz地域あるいは60Hz地域それぞれで、大規模電源が広域的に停止し
た際の供給力不足リスク※に対応することができる。
※大規模災害発生後１ヶ月程度の間の計画停電等の需要側対策が必要な場合など

 増強分がスポット取引に解放され市場分断が減少することによる直接的な効果や競争活性化
等の間接的な効果などが期待できる。

② 必要な増強容量
現在の増強計画210万kWに対し、90万kWの増強（300万kWへの増強）が必要

③ 広域系統整備が必要となる時期
210万kWまでの増強は、大規模災害発生後１カ月程度の間、計画停電など需要側対策で対応する
ことが前提となっており、なるべく早期の実現が必要である。実現可能時期としては2020年代後半のな
るべく早期を目指す。
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
５.基本要件（案）（２）

④ 広域系統整備の方策

ⅰ）工事概要

 既設佐久間FC地点へ30万kW、東清水FCへ60万kWの周波数変換設備を増強する。

FC地点 佐久間・東清水地点へのFC設置（自励式）
佐久間FC地点：FC30万kW
東清水FC ：FC60万kW

ーーーーーーーーーー
※ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

送電線 ーーーーーーーー線建替 2回線 124km程度
※ーーーーーーーー引出口含む

275kV送電線新設ーーーーーーーーーーーーーー
2回線 13km程度
※ーーーーーーーー引出口含む

500kV送電線新設－－－－－－－－－－－－－
2回線 5km程度

変電所 500/275kV変圧器増設－－－－－－－－ 1,500MVA

500/275kV変圧器増設－－－－－－－ 1,000MVA

その他 調相設備設置－－－－－－－－－－
各地点160MVA程度
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
５.基本要件（案）（４）

ⅲ）概算工事費

1,754億円程度（消費税等相当額除く）

ⅳ）概略所要工期

10年程度
※一般に送電線工事には用地取得面、環境面等の遅延リスクが存在することから、リスクを最小化し円滑に工事を進めるた
め、重要送電設備等としての指定等の措置が必要。
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Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
５.基本要件（案）（５）

⑤ 今後の予定

平成２８年度

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

電気事業者の特定

実施案の検討

負担割合の検討

広域系統整備計画
取りまとめ・公表

広域系統整備委員会 　

評議員会

理事会

その他
　

平成２７年度

★実施案

◆実施案決定

★整備計画

◆負担割合決定

◆整備計画決定

◇負担割合・整備計画

提案作成

☆整備計画公表

★負担割合

◇検討状況報告

★検討状況報告

提案評価

★検討状況報告

★提案評価

◆提案評価

★電気事業者の特定

◆電気事業者の決定
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【送配電等業務指針】
（基本要件等の決定）
第３０条 本機関は、前条第１項の確認及び検討の結果、計画策定プロセスを継続する必要性があると判断した場合は、
広域系統整備の基本要件及び受益者の検討にあたり、次の各号に定める事項を考慮の上、広域系統整備を行う必
要性の有無を検討する。
一 広域系統整備に代わる代替的な方策（電源の新増設、既設電源の供給力の増加等）
二 広域系統整備に要する費用
三 広域系統整備による電気の安定供給に与える影響
四 広域系統整備による電力取引の活性化への寄与の有無及びその程度
五 広域系統整備による再生可能エネルギー電源導入への寄与の有無及びその程度
六 その他広域系統整備による社会的な便益に与える影響

２ 本機関は、前項の検討の結果、広域系統整備を行う必要性があると判断した場合には、次の各号に定める広域系統
整備の基本要件及び受益者の範囲を定める。
一 広域系統整備の基本要件
ア 増強の目的及び期待される効果
イ 必要な増強容量
ウ 広域系統整備が必要となる時期
エ 広域系統整備の方策（工事概要、概略ルート、概算工事費、概略所要工期等）
オ 今後の予定

二 広域系統整備の目的に照らした受益者の範囲

Ⅰ.基本要件の決定に向けた検討
（参考）基本要件の決定（送配電等業務指針第３０条２項）



24Ⅱ.受益者（費用負担者）の範囲

 広域系統整備計画に要する費用は受益者が受益の程度に応じて費用負担することを原則と
する。

 FC増強に伴い想定される受益および受益の範囲は以下のとおり
 安定供給確保の観点

大規模地震・津波に伴い50Hz地域あるいは60Hz地域それぞれで、大規模電源が広域的に停止するリスクに対
応するための増強である。したがって沖縄電力（株）を除く一般電気事業者の供給区域（以下、９エリア）の需
要家への安定供給に寄与する。

 取引活性化の観点
増強分がスポット取引に解放され市場分断が減少することによる直接的な効果や競争活性化等の間接的な効果
などが期待でき、これらは連系する９エリアそれぞれに受益があると考えられる。

 FCの増強に伴い既設の老朽化した設備の更新を図る場合、受益の範囲の対象は設備更
新分を控除し、増強分のみとする。

 以上より、FC増強に伴う費用については９エリアの一般負担とすることが妥当である。

 今後、実施案をもとに各エリアの費用負担の割合を決定する。



25（参考）開閉所の設置目的

 開閉所設置の目的

 送電線事故時等に電圧低下が懸念される送電線の線路中央付近に開閉所を設置し、停止する区間
を限定化することにより電圧低下を軽減する

（送電線の停止区間が大きい（＝送電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽが大きい）ほど、電圧面への影響も大きい）

送電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 1 /2 X（平常）→X（1回線事故時）
（Xは1回線あたりのｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ）

（イメージ）

送電線ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 1 /2 X（平常）→3/4X（1回線事故時）
（Xは1回線あたりのｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ）

 案A,Dについては開閉所の設置なしでも送電線事故時に電圧は大幅に低下せず、案B,Cについては開
閉所設置なしでは大幅に電圧が低下する検討結果である。つまり、案B,Cについては開閉所を設置する
ことにより、案A,Dが満足している系統信頼度を満たすこととなる。

 運用面での得失

 上記のように開閉所の設置は電圧面での系統信頼度を維持する目的で設置するが、設置した場合の運
用面での得失は第３回広域系統整備委員会で示したとおりメリット、デメリットがあり一概には優劣をつけ
ることが出来ない。最も大きなメリットである「佐久間、東清水の同時停止リスクの軽減」についても、現地
作業により送電線途中において送電線を切り離すことができ作業後においては開閉所設置と同様のため、
当該メリットだけをもって開閉所を設置することは考えられない。

開閉所 変電所変電所変電所変電所



26（参考）開閉所設置の得失 （第３回広域系統整備委員会資料 再掲）

（メリット）

 α、βの同時停止リスクの軽減

開閉所～FC（α又はβの片系）間で、希頻度事象によりルート停止
（2回線断）した場合でも、他系のFCからの電力は送電可能。

ただし、開閉所が無い場合に同様な事故が発生した場合でも、送電区
間のジャンパー切り離しを行うことで、他系については比較的短期に復旧が
可能であり長期間停止のリスクは低い。

 作業停止の容易性

開閉所～FC（α又はβの片系）間の作業において、開閉所がない場合、
α～β～γの1回線全線を停止する必要があるが、開閉所があると停止区
間を開閉所～片系FC間に限定でき、作業停止が容易となる。

（デメリット）

 設備故障率の増加

電力を送電する主回路に開閉所を挟むことにより、開閉所内の設備故
障、事故等で停止し、一部またはすべての電力が送電できなくなくなる場合
がある。

 設備停止機会の増大

開閉所を設置する場合、開閉所内の設備を停止し点検する必要がある
ことから、作業停止機会が増大する。

 設備の維持管理コストおよび保守要員の増

 案A～Dの検討において、信頼度評価を行い必要な対策を抽出しており、各案ともに信頼度を満足する対策
となっているが、案によりーーーーーー線に開閉所の設置が必要な場合があることから、開閉所を設置した場合
の運用面での得失を以下に示す。

ﾙｰﾄ停止
γβ

開閉所α

γβ

α

作業停止
区間

γβ

開閉所α

作業停止
区間

作業
個所

作業停止
γβ

開閉所α
作業
個所

γβ

開閉所α
設備故障


